
平成１７年６月，アスベスト製品を扱う企業の従業

員の労働災害，または工場の周辺住民への健康被害

などが大きな社会問題となった。

このような状況を受け国土交通省では，平成１７年

１１月にアスベスト対策推進本部を設置し，アスベス

ト対策の推進を図ることとし，国土交通省における

アスベストの対策をとりまとめている。

今回の特集では国土交通省，自治体，建設業界な

どのアスベストに対する取り組みを紹介していきた

いと思う。



１． はじめに

平成１７年６月末に，尼崎市の石綿製品工場の従

業員が肺ガンや中皮腫で死亡していることが公表

されるとともに，工場周辺の住民や従業員の家族

が中皮腫等を発症・死亡していることが報道され

た。さらに，８月には文具店の店主が中皮腫で亡

くなっており，店内に使用されていた吹付けアス

ベストが原因と考えられることが報道された。

このような状況を受け，政府は７月にアスベス

ト問題に関する関係閣僚会合（以下「閣僚会合」

という）を設置し，アスベスト問題に係る当面の

対応をとりまとめるとともに，１２月には「隙間の

ない健康被害者の救済」「今後の被害を未然に防

止するための対応」「国民の有する不安への対応」

を柱とする政府の総合対策をとりまとめた。

国土交通省としても，アスベストの健康被害状

況や露出したアスベストの実態把握に努めるとと

もに，１１月にはアスベスト対策推進本部を設置し

てアスベスト対策の推進を図ることとし，国土交

通省におけるアスベストの対策をとりまとめてい

る。

２． アスベストとは

そもそもアスベスト（石綿）とは，太古より火

山活動で火成岩の一種である超塩基性岩の地殻内

マグマの裂け目に水が侵入し，非常に高い圧力の

もとで熱水作用を受け，その裂け目に繊維状結晶

が生成されたものである。

アスベストの種類としては，クロシドライト

（青石綿），アモサイト（茶石綿），クリソタイル

（白石綿）があり，クロシドライトが最も毒性が

強く，その発ガン性は，クリソタイルの５００倍と

もいわれている。

アスベストの特性は，不燃性，耐熱性，耐腐食

性等に優れているため，日常生活に幅広く使用さ

れてきた。国土交通省に関連する施設等において

も，建築物・運輸関連施設において，屋根材，壁

材，天井材等として，アスベストを含んだセメン

ト等を板状に固めたスレートボード等の成型品，

耐火被覆材や断熱材としての吹付けアスベストが

使用されている。また，輸送機関において，主に

エンジン排気管の断熱材やブレーキ用の摩擦材等

にアスベスト含有製品が使用されている。

アスベストの国内輸入量は，１９７４年に３５万 tと

ピークをつけ，原則使用禁止となった平成１６年に
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図―１　アスベスト輸入量の推移（財務省貿易統計より）�
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図―２　中皮腫による死亡者数（厚生労働省人口動態統計より）�

０．８万 tまで減少した（図―１参照）。さらに，政

府の総合対策において，アスベストの全面禁止を

前倒しして，関係法令の整備を行い平成１８年度中

に措置することを決定した。しかし，昭和４５年か

ら平成２年にかけて多くのアスベストが輸入され

ており，この時期の建築物には石綿製品が多く使

用されているため，今後石綿製品を使用した建築

物の解体が増加することが見込まれる。

石綿粉じんを吸入することにより，次のような

健康被害が発生するおそれがある。

! 石綿肺（じん肺の一種）：肺が繊維化するも

ので，せき等の症状を認め，重症化すると呼吸

機能が低下することがある

" 肺ガン：肺にできる悪性の腫瘍

# 胸膜，腹膜等の中皮腫（がんの一種）：肺を

取り囲む胸膜等にできる悪性の腫瘍

これらの疾病については，石綿粉じんのばく露

から発症までの期間が，３５年程度と相当長いこと

がある。

石綿起因による肺がん，中皮腫は増える傾向に

ある。石綿起因がほとんどといわれている中皮腫

の死亡者数は毎年増加しており，厚生労働省人口

動態調査によれば，平成７年に５００人であった死

亡者数は，平成１６年に９５３人に上った（図―２参

照）。

３． アスベスト問題に係る政
府の総合対策

平成１７年１２月２７日に決定した政府の総合対策で

は，「隙間のない健康被害者の救済」「今後の被害

を未然に防止するための対応」「国民の有する不

安への対応」を３本柱としてとりまとめている

（図―３参照）。

隙間のない健康被害者の救済については，「石

綿による健康被害の救済に関する法律」が２月１０

日に公布・施行され，労災補償等の対象とならな

い者に対する救済給付と労災補償を受けずに死亡

した労働者の遺族に対する救済措置について，３

月２０日から申請の受付が開始されたところであ

る。

また，今後の被害を防止するために，大気汚染

防止法，廃棄物処理法，建築基準法，地方財政法

が改正された。さらに，吹付けアスベスト等の除
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去等の推進のためなどに，平成１７年度補正予算に

アスベスト対策費が計上されたところである。

４． アスベスト問題に対する
国土交通省の対応

国土交通省では，政府の総合対策に基づき，吹

付けアスベスト等の使用実態の把握を進め，アス

ベストの早期かつ安全な除去を推進するととも

に，建築物の解体現場における飛散防止の徹底に

取り組んできた（図―４参照）。

! 吹付けアスベスト等の使用実態把握と除去

等の推進

! 吹付けアスベスト等の使用実態の把握

これまでに，運輸関連施設，国の機関の建築

物，公共住宅，民間建築物等について，吹付けア

スベストおよびアスベスト含有吹付けロックウー

ルに関する実態調査を実施し，結果を公表すると

ともに対策の実施状況をフォローアップしてき

た。平成１８年３月３１日現在において，

１） 運輸関連施設については，約１６万を超える事

業者等を対象に調査を実施した結果，２バスタ

ーミナルにおいて旅客用のスペースに吹付けア

スベストが露出していることが確認されてお

り，除去工事を実施中である（うち１バスター

ミナルにおいては４月に工事が完了）。

２） 国の機関の建築物については，調査件数約

８４，０００棟のうち，９３６棟において吹付けアスベ

スト等が確認され，うち３２５棟は措置済みとな

っている。

３） 公共住宅については，調査件数約４０，０００団地

のうち，２２６団地において吹付けアスベスト等

（注）１． ※は一括法（「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部

を改正する法律」）として１８年通常国会冒頭に提出（２月３日成立，２月１０日公布）。

２．１８年度予算額は，閣僚会合を構成する関係省庁による対策に係る金額。

３．１８年度予算額においては，施設整備等経費の交付金等（約１．４兆円）の内数となって

いるものについては含まれていない。

図―３ 「アスベスト問題に係る政府の総合対策」の概要（１２月２７日決定）
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が確認され，そのうち，２２２団地はすでに対策

済みとなっている。

４） 民間建築物については，調査件数約２５６，０００

棟のうち，約１２，０００棟において露出した吹付け

アスベスト等が確認された。

! 吹付けアスベスト等の除去等の推進

吹付けアスベスト等が露出している国の施設の

除去等の対策の実施，民間建築物等で多数の者が

利用する建築物の除去等の補助，公共施設におけ

る除去等の推進のために，平成１７年度補正予算に

国土交通省として１８６億円を計上し，緊急性の高

いものから対策を実施することとした。

民間建築物等に対する補助に関しては，アスベ

スト改修型優良建築物等整備事業を創設し，地方

公共団体と連携し，多数の者が利用する建築物の

アスベスト改修を促進している。また，住宅等の

アスベスト対策については，地域住宅交付金を活

用することが可能である。

融資については，日本政策投資銀行，中小企業

金融公庫，国民生活金融公庫にアスベスト対策お

よび技術開発の推進のための低利融資制度を創設

している。

" 建築基準法の改正

飛散のおそれのあるアスベスト含有建材の使用

を禁止することを内容とする建築基準法の改正案

を，大気汚染防止法，廃棄物処理法，地方財政法

と併せて一括法（「石綿による健康等に係る被害

の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正す

る法律」）として第１６４回通常国会に提出し，２月

３日に成立し２月１０日に公布された。

この建築基準法の改正により，既存建築物の所

有者等に対して，１）増改築時における除去等の義

務付け，２）アスベストの飛散のおそれのある場合

における特定行政庁による勧告・命令等の実施，

３）特定行政庁による方向聴取・立入検査が可能と

なるとともに，４）定期報告の結果の閲覧等の措置

が講じられることとなる。

また，大気汚染防止法（環境省所管）の改正に

よりアスベストを使用している工作物（工場のプ

ラント等）について，解体等の作業時における飛

散防止対策の実施を義務付けられる他，廃棄物処

理法（環境省所管）の改正により今後大量に発生

するアスベスト廃棄物について，溶融による無害

化を促進・誘導するための国の認定による特例制

度が創設される。さらに，地方財政法（総務省所

管）の改正により，地方公共団体が行う公共施設

図―４ 国土交通省におけるアスベスト問題に係る総合対策（H１８．３．３１）
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等に係るアスベストの除去に要する経費について

地方債の起債の特例対象となった。

$ アスベスト対策の技術開発

財団法人日本建築センターにおいて，吹付けア

スベストの除去・封じ込め等の飛散防止処理技術

に関する建設技術審査証明を実施しており，これ

までに２６件が審査証明を受けている。

% アスベスト処理費用の情報提供

アスベスト処理の適正な費用の支払いに資する

よう除去費用の情報提供として，吹付けアスベス

トの処理費用を調査し，平成１７年８月２６日と平成

１８年３月３１日に公表している。

! 解体時のアスベスト飛散防止の徹底

! 関係法令の遵守の徹底

建設工事を実施するにあたってのアスベストの

取扱いについては，「労働安全衛生法」「大気汚染

防止法」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」

等の関係法令により規定されている。

建設工事における石綿による健康障害防止等を

一層推進するためには，これらの関係法令の遵守

が重要であり，「建設工事を実施する上での石綿

の取扱について」を関係団体に対して発出し，周

知徹底を行った。また，解体工事等の現場におい

て，アスベスト建材に該当するかどうかが容易に

識別できるパンフレットと，アスベストを取り扱

う上で遵守すべき法令・手続を簡便に示したポス

ターを作成し平成１８年３月３１日に公表した。

" 行動計画の作成

関係法令遵守の徹底のため，関係業界団体に石

綿に関する特別講習の実施等を内容とする行動計

画の作成を求め，その実施状況をフォローアップ

している。平成１８年３月末までに，１）石綿使用建

築物の解体等に関する１４７人の講師の養成，２）特

別の教育を約９９，０００人が受講した等の実績があっ

たとの報告を受けている。

" 国民の有する不安への対応

! 健康被害の実態調査

所管業界におけるアスベストによる健康被害の

状況について，平成１７年８月および１２月に実態調

査を行い，公表してきたところである。その結

果，調査対象者２５４，３９６人，調査回答者数１３４，８１９

人のうち，アスベスト疾病者は１９６人，うち死亡

者は１３１人であることが分かった。

" 健康管理制度の周知および船員であった者に

対する健康管理制度の実施

業界団体に対し，「石綿による健康被害防止対

策への適切な対応について」を発出し，健康管理

手帳制度や労災補償制度の周知徹底を行った。

また，船員であった者に対する健康管理制度を

新たに実施することとし，平成１７年１２月１５日より

健康管理手帳の交付申請の受付を開始した。平成

１８年３月１４日現在で１０１人に対して健康管理手帳

を交付している。

# 宅地建物取引業法施行規則の改正

アスベストに関する情報を消費者等に適切に提

供するため，建物の取引時において，アスベスト

の使用の有無の調査の結果が記録されているとき

は，その内容を重要事項として建物の購入者等に

対して説明することを義務付けることを目的とし

て，宅地建物取引業法施行規則を改正し，平成１８

年４月２４日から施行された。

５． おわりに

国土交通省としては，今後とも，アスベスト問

題に対応するため，吹付けアスベスト等の使用実

態の把握を進め，アスベストの早期かつ安全な除

去等を推進するとともに建築物の解体現場におけ

る飛散防止の徹底等に取り組んでいく。このた

め，今回とりまとめた「国土交通省におけるアス

ベスト対策の推進」の着実な実施と定期的なフォ

ローアップを行っていく。

参考：国土交通省ホームページ「アスベスト問題への対

応について」http : //www.mlit.go.jp/sogoseisaku

/asubesuto/top.html
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